




ま え が き 

県土の７６％を占める森林は、木材の供給はもとより、地球温暖化の原因であ

る二酸化炭素の吸収や県土の保全、水源の
かん

涵
よう

養など多くの恩恵をもたらしており、

私達が安心して暮らしていく上で、欠かすことのできない存在です。 

一方、近年の森林・林業を取り巻く情勢は、旺盛な木材需要を背景とした伐採

後の再造林、更には担い手の減少・高齢化など、依然として多くの課題に直面し

ており、手入れの行き届かない森林が増加することにより、森林の持つ公益的な

機能の低下が懸念されています。 
このため、県では、森林を県民共有の財産として捉え、県民の主体的な参加と

協働による森
も

林
り

づくりを進めるため、平成１８年４月にその役割分担などの基本

方針を示した「宮崎県水と緑の森林づくり条例」を制定しました。 
さらに、この条例の基本理念に基づき、県民の平等、公平な費用負担を通じて、

県民全体で森林を守り育てていくための仕組みとして、「宮崎県森林環境税」を

導入し、令和３年度から５年間を第４期として、「県民の理解と参画による森
も

林
り

づ

くり」「多面的機能を発揮する豊かな森
も

林
り

づくり」「森林を守り育む次代の人づ

くり」の、３つの視点から森
も

林
り

づくりに関する施策に取り組んでいるところです。 
このことにより、森林ボランティア団体や企業等による森

も

林
り

づくり活動が広が

りをみせるとともに、公益的機能を発揮するための森林の整備・保全、さらには、

森
も

林
り

づくりの次代を担う人づくりが図られつつあるものと考えております。 
なお、令和元年度には、国においてさらなる森林整備の促進を目的とした「森

林環境譲与税」が創設され、本県においても、森林管理制度の円滑な推進につな

げるための市町村支援や担い手対策等に活用しております。今年度からは、森林

環境譲与税の財源となる国の森林環境税の課税も開始されており、県としまして

は、「国の森林環境譲与税」と「県の森林環境税」を、それぞれの趣旨や目的に

応じて有効に活用しながら森林づくりを進めていくことが重要だと考えておりま

す。 
この報告書では、宮崎県森林環境税を活用した森

も

林
り

づくりに関する施策の実施

状況等についてご紹介しております。本報告書により、森林への理解や関心を深

めていただき、県民共有の財産である森林を県民みんなで守り育てる「県民参加の

森
も

林
り

づくり」がさらに進むことを期待しています。 

令和６年１２月 

                        宮崎県環境森林部長 
 長倉 佐知子 
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Ⅰ 森林・林業を取り巻く状況 

１ 手入れの行き届かない森林の増加 

    県土の７６％を占める本県の森林は、豊かな水を貯え、自然災害から県民の生命、財 
産を守るなど、私たちの暮らしにとってかけがえのない存在となっています。 

  しかしながら、木材価格の長期低迷や山村地域の過疎化・高齢化などから、人と森林 
とのかかわりが薄れ、手入れの行き届かない森林が増えつつあります。 

(１) 木材価格の動向 

    木材価格は長期的に低下傾向にあったが、令和３年に国産材需要の高まり等を受けて 
上昇した後、再度下落傾向にあり、令和５年のスギ中丸太の平均価格は 15,900 円／ｍ３ 
となった。 

 
 

 

(２) 森林・林業の担い手の減少   

   人口減少社会の到来に伴い、長期的には林業就業者数は減少傾向にある。令和２年 
の高齢化率（65 歳以上の林業就業者の割合）は 25.1%となっている。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：スギ・ヒノキの中丸太価格は、本県の農林水産統計速報による製材工場着購入価格の年平均価格 
スギ山元立木価格は、全国の(一財)日本不動産研究所「山林素地及び山元立木価格調」による価格 

※国勢調査における「林業就業者」とは、山林用苗木の育成・植栽、木材の保護、木材からの素材生産、薪及び木炭の製造、

樹脂、樹皮、その他の林産物の収集及び林業に直接関係するサービス業務並びに野生生物の狩猟等を行う事業所に就業する

者で、調査年の 9 月 24 日から 30 日までの一週間に収入になる仕事を少しでもした者等をいう。 
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２ 宮崎県森林環境税の仕組み 

【個人の場合】 
  ・納める人：県内に住所または家屋敷等がある人（県民税均等割の納税義務がある人） 
  ・納める額：個人県民税 年額５００円 
 
 
 
 
 
 
 
 
【法人の場合】 

  ・納める法人：県内に事務所・寮等を有する法人 
 
 
 ・納める額：法人県民税 均等割（年額）の５％相当額 

  

 
 
 
 
 

 

３ 国の森林環境税・森林環境譲与税 

   パリ協定の枠組みの下でわが国の温室効果ガス排出削減目標の達成や、災害防 

止を図るための地方財源を安定的に確保する観点から、市町村が実施する森林の 

整備等を促進するため、国の森林環境税及び森林環境譲与税が創設され、令和６ 

年度からの課税に先立ち、市町村及び都道府県に令和元年度から譲与が開始され 

ています。 

    国の森林環境税の創設を受けて、県では、森林環境譲与税で実施可能な事業分 

については、宮崎県森林環境税から森林環境譲与税に移行するなど、両税の使途 

を整理した上で各種の施策に取り組んでいます。 

 

４ 主な実績と今後の展開 

森林環境税を活用して、令和５年度までに、森林づくり活動や税活用事業によ 

り、約 23,000ha の森林整備・保全活動が実施されています。 

今後も、国の森林環境税と県の森林環境税について県民の皆様の理解を得なが

ら、森林の有する公益的機能の持続的な発揮を図るため、県民みんなで森林を守

り育てていく機運の醸成に努めるとともに、公益的機能を重視した森林づくりや

森林を守り育む次代の人づくりに取り組んでいきます。 
主 な 実 績 税導入前（H17 末） 税導入後（R５末） 

森林ボランティア団体数 70 団体 201 団体 

公益的機能の高い森林の整備・保全  23,063ha 

資本金等の額 均等割額 森林環境税 均等割額計 

50 億円超 800,000 円 40,000 円 840,000 円 

10 億円超～50 億円 540,000 円 27,000 円 567,000 円 

1 億円超～10 億円 130,000 円 6,500 円 136,500 円 

1 千万円超～1 億円 50,000 円 2,500 円 52,500 円 

1 千万以下 20,000 円 1,000 円 21,000 円 

給与所得者 

公的年金受給者 

特別徴収 

（天引き） 

雇用主 

(特別徴収義務者) 
納入 

(個人住民税) 

事業所得者等 
普通徴収 納付（個人住民税） 

市 

町 

村 

払
込 

年金保険者 

法 人 申告納付（法人県民税） 
宮
崎
県 
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事業内容 ページ

P11

P12

P13

P14

P15

P16

P17

P18

P19

P20

P21

P22

P23

P24

P25

P26

P27

P28

P29

P30

P31

a 森林環境教育啓発強化事業 P32

b 新たな森林環境教育実践事業 P33

c 「みやざき新巨樹100選」魅力再発見事業 P32

a ひなもり台県民ふれあいの森管理運営委託事業 P34

b 諸県県有林共に学ぶ森管理運営委託事業 P34

P35

P36

P37

(a)税収額

(b)徴税費用

(c)運用利子

(d)前年度までの基金残高

(e)前年度基金積立残額

（ｆ）前年度事業繰越残額

(ｇ)基金執行可能額＝(a)-(b)+(c)+(d)+(e)＋（ｆ） 

(ｈ)令和５年度総事業費

(i)基金残高=(g)-(h)

令和５年度森林環境税基金の状況　※単位（円）

５ 名木等保全支援事業

４ 生物多様性地域活動推進事業

（参考）森林環境税は条例に基づき、その税収を毎年度「宮崎県森林環境税基金」に積み立てることになっています。

④ 環境保全普及啓発推進事業

⑤ 環境情報発信強化事業

314,137,000

13,125,000

0

121,874,931

1,085,000

1,429,268

425,401,199

305,184,199

120,217,000

１ 「水と緑の森林づくり」県民総参加強化事業

２  林業・木材産業の持続的発展推進事業

３　九州自然歩道魅力ステップアップ事業

４　みやざきの自然公園満喫プロジェクト推進事業

１ 水を貯え、災害に強い森林づくり事業

２ 荒廃渓流流木等対策事業

３ 森林の公益的機能高度発揮推進事業

⑥ 森とのふれあい施設管理運営事業

６ 被害要因除去事業

７ 緊急被害対策事業

８ 成長に優れたコンテナ苗供給体制整備事業

９ 流木抑制等バイオマス活用促進事業

10 森林整備労務軽減対策事業

12　素材生産事業体による再造林推進モデル事業

11 「品種の明確な優良苗木」生産拡大推進事業

③ ひなもり台県民ふれあいの森等管理事業

区分

Ⅲ  森林を守り育む次代の人づくり

Ⅱ  多面的機能を発揮する豊かな森林づくり

Ⅰ　県民の理解と参画による森林づくり

a 森林づくり活動支援事業

b 森林づくり植樹支援事業

c「みやざき森づくりコミッション」活動強化事業

① 森林ボランティア団体等支援事業

② 森林づくり活動普及啓発事業

森林ボランティア団体等が行う森林づくり活動を公募し、活動に必要な経費を助成する。

森林ボランティア団体等が実施する植樹活動に必要な苗木を提供する。

企業やＮＰＯ等の相談窓口として、企業等が主体的に取り組む森林づくり活動を支援する。

森林づくりイベントの開催や森林に関する普及啓発を行い、県民参加の森林づくりを推進する。

森林・林業・木材等の研修会を開催する。

九州自然歩道沿線の地域住民等による自然体験プログラムを促進し、利用環境の整備を行う。

県内の自然公園が県民等にとって魅力的な場として認識される取組を推進し、誘客を促進する。

公益上重要な森林を対象に水源地等の上流域で放置された森林を対象とした広葉樹等の植栽を
行う。

渓流に堆積した流木が下流域へ流出しないように除去する。

水源地や集落等の上流部に位置する森林を対象に保安林指定を進める。

森林生態系などの保護・保全活動等を行う市町村等を支援する。

名木等の現地診断や治療、薬剤防除等の保全対策を実施する。

海岸林周辺の森林以外の場所における松くい虫被害木の伐倒駆除を行う。

松くい虫被害が激甚化した場合の被害木の伐倒駆除等を行う。

花粉の少ないコンテナ苗の供給拡大を図るため、生産施設への整備支援等を行う。

「ひなもり台県民ふれあいの森」等において管理運営及び森林環境教育を行う。

林地残材や風倒木の搬出支援による木質バイオマス利用を促進する。

早生樹等の造林や植栽・下刈の省力化など、森林整備の労務軽減のための実証・調査を行う。

素材生産事業体が行う再造林を支援する。

① 「川南遊学の森」管理運営委託事業 「川南遊学の森」の適切な管理及び森林環境教育を行う。

１ 森林環境教育関連事業

② 森林環境教育推進強化事業

品種の明確な優良苗木を安定して供給するための採穂園の造成や自家採穂園のＤＮＡ分析、露
地苗生産施設の支援等を行う。

「諸県県有林共に学ぶ森」において管理運営及び森林環境教育を行う。

「宮崎県環境情報センター」の運営を行う。

「宮崎県環境情報センター」を通じた環境学習の支援を行う。

「森の科学館（宮崎県林業技術センター）」において森林環境教育を行う。

６　宮崎県森林環境税活用事業実績（令和５年度）

地域や学校等で取り組む森林環境教育やみどりの少年団の活動を支援する。

インターネットを活用しリモート化した森林環境教育を実践する。

木製看板の補修等を行う。
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Ⅰ 県民の理解と参画による森林づくり 

 
事
業
名 

 
九州自然歩道魅力ステップアップ事業 
 

        【事業主体：県、地域住民・団体等】 

 
事業期間 

 
令和３～５年度 

 
課(室)名 

 
自然環境課 

 
１ 事業目的 

自然の大切さや森林の持つ公益的機能を学ぶ魅力ある場として九州自然歩道を活用するた

め、地域住民等による自然体験プログラム開発への支援、利用環境の整備等を行う。 

 

 
２ 事業概要 

（１） 歩道利用活動支援事業 

トレッキングコースの設定や森林学習プログラムの開発など、地域住民等による九州自然

歩道の利活用活動に対する支援を行う。 

（２） 安全安心な環境整備事業 

    ルート内の倒木撤去や柵の設置など九州自然歩道を安全安心に利用するための環境整備を

行う。 

 

  

３ 事業実績（令和５年度） 

（１） 歩道利用活動支援事業 

 地域住民等による九州自然歩道の利活用活動に対し支援を実施（５件）  

（SNSによる広報活動、トレッキング＆サイクリングツアー、歩道整備） 

（２） 安全安心な環境整備事業 

  安全安心に利用するための環境整備（支障木除去、倒木処理等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

    サイクリングツアー（西都市）          歩道整備（綾町） 
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 Ⅱ 多面的機能を発揮する豊かな森林づくり 
 
事
業
名 

 
名木等保全支援事業 
                【事業主体：県、市町村】 

 
事業期間 

 
令和４～６年度 

 
課(室)名 

 
自然環境課 

１ 事業目的 

   先人から守り育ててきた森林や、その中で樹齢を重ねた名木、本県の観光シンボルである

県木フェニックスは、暮らしの中で美しい緑の景観を創出しており、地域の文化や観光面で

重要な存在となっている。 

  この県民共有の財産である森林・名木等を林野火災や病害虫から守り、後世に継承するた

め、保全対策を実施する。 

 

２ 事業概要 

  ・名木等保全 

 (１) 実施主体 

    県、市町村 

 (２) 補助率 

        ①名木等保全    １／２以内（財政力指数により補助率を調整） 

        ②フェニックス保全 １／３以内（財政力指数により補助率を調整） 

 (３) 事業内容 

   ・気象害、害虫や害菌等により樹勢が弱まった名木等や県木フェニックスの診断、    

治療等の実施 

   ・名木等保全に関する現地調査等 

 

 ２ 事業実績（令和５年度）    

 

 

 

 

 

 

       

 

     

 

 

 

薬剤防除（高所作業車からの防除）          枯損枝の除去 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市町村 えびの市・日南市 

実施箇所 
えびの市大字向江995番地 

日南市大字益安ほか11箇所 

対象木 

及び本数 

えびの市：荒神堂タブ大樹 １本 

日南市：フェニックス 12本 

事業内容 
えびの市：枯損枝及び腐朽部等の除去、土壌改良 

日南市：フェニックス保全、薬剤防除 

事業費 １，２２４，０００円 

補助金率 １／３以内、１／２以内 

補助金額 ４８８，０００円 
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Ⅲ 森林を守り育む次代の人づくり 
 
事
業
名 

 
環境保全普及啓発推進事業 
 
                             【事業主体：県】 

 
事業期間 

 
令和３～５年度 

 
課(室)名 

 
環境森林課 

１ 事業目的 

    低炭素・循環型社会を実現し、本県の豊かな環境を次の世代に引き継いでいくため、県民

一人ひとりの環境保全意識の向上と環境実践行動を促進する総合的な対策を行う。 

 

２ 事業概要 

 (1) 環境情報センター運営事業（１２，０５３千円） 

  (2) 多様な主体による環境実践行動推進事業（３，６３４千円） 

  (3) くらしエコチャレンジ推進事業（６，８４５千円） 

※下線事業の実施に要する費用の一部に森林環境税を活用 

３ 事業実績 

 (1) 環境教育拠点活用事業 

   宮崎県立図書館１階に設置している「宮崎県環境情報センター」の運営経費 

  ア 環境情報センター運営（相談対応、環境情報の収集・発信） 

     利用者数：２３，４４８人 

  イ 環境保全アドバイザーの派遣（環境に関する専門家の派遣） 

     アドバイザー派遣：６２回 

  ウ 県民が取り組む環境教育、環境学習に対する支援 

     環境資料の貸出し：７１回 

  エ 環境講座、出前研修、研修交流会「みやざき環境大学」の開催 

     環境講座：３８回、出前講座：２６回 

     みやざき環境大学：６回（10/21、10/28、11/4、11/11、11/18） 

              ※10/21に２回実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   環境情報センターの外観         県民参加の環境講座の様子 
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Ⅲ 森林を守り育む次代の人づくり 
 
事
業
名 

 
環境情報発信強化事業 
 
                             【事業主体：県】 

 
事業期間 

 
令和５～７年度 

 
課(室)名 

 
環境森林課 

 
１ 事業目的 

  県民が再生可能エネルギーをはじめとする次世代のエネルギーに、実際に見て触れる機会

を増やすことを通じて、環境・エネルギー問題への理解を促すとともに、ホームページ「み

やざきの環境」の運営により、県民の自発的な環境学習を促進し、環境保全のために行動す

る人づくりを推進する。 

  また、次世代を担う人材への環境教育を円滑に行うため、本県における環境保全の重要性

を啓発し、自発的な行動を促すパンフレット「みやざき環境読本」を配布、活用する。 

 

２ 事業概要 

  (1) 宮崎県次世代エネルギーパーク活用推進事業（２，７１４千円） 

  (2)「ネットで環境学習」推進事業（４，５１９千円） 

 (3)宮崎もっと環境教育推進事業（７，４０１千円） 

               ※下線事業の実施に要する費用の一部に森林環境税を活用 
 

３ 事業実績 

  (1) ホームページ「みやざきの環境」の全面リニューアル 

  (2) ホームページ「みやざきの環境」の運営・管理 

  ①環境学習教材の紹介（県環境情報センターによる教材の貸出） 

  ②環境関連人材の紹介（県環境保全アドバイザーなど） 

  ③環境関連イベント・講座・実践活動例の紹介 

  ④掲示板や質問コーナーでの環境に関する情報交換 

  ⑤行政情報等の一元的な掲載及び提供 

   

 

 

  

 

 

 

ホームページ「みやざきの環境」リニューアル後      ホームページ「みやざきの環境リニューアル前 

  ○みやざきの環境アクセス数 

      令和２年度：211,390件 

      令和３年度：350,355件 

   令和４年度：343,159件 

   令和５年度：275,817件 
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